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全国健康保険協会（協会けんぽ）の財政基盤の強化、安定化について（要望）

日頃より、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当協会は加入者数 3,500 万人、国民の 3.6人に一人が加入する日本最大の医療

保険者であり、被用者保険のセーフティネットとして国民皆保険を支えています。

一方で、当協会の加入者の大半は収入の低い中小企業の事業主、そこで働く従業

員やそのご家族であり、財政基盤は脆弱です。

現役世代の賃金が伸びない一方、医療費が増大するという赤字構造に加え、高

齢者医療関係の拠出金等が膨らむ中、協会けんぽの平均保険料率は既に10％に達

しており、これ以上の保険料率の引上げは、加入者の生活、中小企業の経営をか

んがみると、限界です。一方で、他の保険者と比べて著しく高い保険料率にもか

かわらず、現在の財政構造のままでは、平成27年度には準備金が枯渇する可能性

が高く、さらに29年度には兆円規模の累積赤字に至る見通しであり、国会で田村

厚生労働大臣が答弁されたとおり、協会けんぽの財政基盤の強化は待ったなしの

状況です。

平成25年 8月 21日に閣議決定された『社会保障制度改革推進法第4条の規定

に基づく「法制上の措置」の骨子について』において、協会けんぽの財政問題に

ついては、健康保険法等の一部を改正する法律（平成 25年法律第 26号）附則第

2 条に規定する所要の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずることとし、平成27年通常国会に必要な法律案の提出を目指すこととされ

ています。

写



協会けんぽの財政破綻は、被用者保険、ひいては国民皆保険の破綻に繋がると

ともに、中小企業の経営、従業員の雇用、生活に直結する極めて深刻な問題です。

上述した健康保険法等の一部改正法の国会審議の際に採択された附帯決議におい

ても、「協会けんぽの国庫補助率について、健康保険法本則を踏まえて検討し、必

要な措置を講ずる」とあります。政府は平成27年通常国会に提出を目指すという

医療保険制度改革のための法案においては、この附帯決議という国会の意思を十

分に尊重し、協会けんぽに対する国庫補助率を健康保険法本則の上限である20％

に引き上げていただきますよう、切に要望します。

また、上述した「法制上の措置」の骨子において、保険料に係る国民の負担に

関する公平性の確保について、被用者保険者に係る後期高齢者支援金の全てを総

報酬割とする措置を講じることが、あわせて盛り込まれました。

当協会は、全体の支出の４割、３兆円を超える費用を高齢者医療の負担に充て

ていますが、この負担についても限界にあります。高齢者医療の負担は広く社会

全体で支えるべきであり、現役世代間の負担についても、負担能力に応じた公平

なものとすべきです。公費負担の拡充をはじめ高齢者医療の見直しを一刻も早く

実施するとともに、後期高齢者支援金の被用者保険者負担については全面総報酬

割を導入し、それに伴い公費財源が生じるということであるならば、協会けんぽ

の財政基盤の強化など、被用者保険の負担軽減に充てていただきますよう、切に

要望します。


